
資　本　金 年会費額
500 万円未満 5,000 円
500 万円以上 1,000 万円未満 6,000 円
1,000 万円以上 2,000 万円未満 8,000 円
2,000 万円以上 3,000 万円未満 12,000 円
3,000 万円以上 5,000 万円未満 16,000 円
5,000 万円以上 1億円未満 20,000 円
1億円以上 30,000 円
社団法人・財団法人 5,000 円
賛助会員（個人・支店法人） 5,000 円

https://www.tajimihoujinkai.jp/
　　

●行事予定、活動報告
●加入申込書、各種変更届等、助成
金申請書がダウンロード出来ます。

多治見法人会 ▼
Tajimihoujinkai5538

Instagram

多治見法人会ホームページ 多治見法人会インスタグラム

法人会では皆様の健康な日々と未来のために「生活習慣病予防健診」を毎年実施しております。
※法人会会員で協会けんぽご加入の方は特別料金で受けられます。毎年４月に届くお手紙からお申込み下
さい。

 令和８年５月21日（木）・22日（金）・23日（土）
 バロー文化ホール　多治見市十九田町2-8　☎0572-23-2600
実 施 日
健診会場

 令和８年５月29日（金）
 15：00～
 多治見市産業文化センター
 ５Ｆ大ホール

日 時

会  場

生活習慣病予防健診

法人会年会費及び部会費 口座振替のお知らせ

第15回 定時総会

※特例（親会社が本会の会員である子会社）
①同一資本系列、同族関係の子会社は基準額の
半額とする。（ただしその額が5,000円以下の
場合は5,000円）
②同一代表者の関係法人である子会社、また
は、所在地が親会社と同一の子会社は、1,000
円。（ただし、会報の配布・生活習慣病健診費
用の助成は行わない）

※青年部会費 2,000円／女性部会費 3,000円

令和８年度法人会年会費を５月27日に会員各位ご指定の預金口座から振替させていただきますので、お
手配のほどよろしくお願い致します。また、振込扱いの会員各位には４月末までに納付書をお送り致します。
なお、当会の年会費は次のようになっております。
年会費は資本金割

●定時総会　15：00～ 16：20
●記念講演　16：30～ 17：50
●懇 談 会　18：00～ 19：30
※状況に応じて変更になる場合があります。

フォローしてね

令和８年度令和８年度

会員様お知らせコーナー
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